
グランスクエア一橋学園自転車置場運営細則

　（総則）

第１条　グランスクエア一橋学園団地管理組合（以下「管理組合」という。）は、グランスクエア一橋学園団地管理規約

（以下「管理規約」という。）第１８条（自転車置場の使用）及び第１９条（附属規程）により、対象物件内の自転車

置場（以下「自転車置場」という。）を運営するため本細則を定める。

　(区画数)

第２条　区画数は、壱番街２０４区画、弐番街１７４区画、参番街４０２区画の総計７８０区画とする。

　（利用権者）

第２条の２　管理組合は、自転車置場区画ごとに住戸番号を指定する。

２　当該自転車置場を利用する権利を有する者（以下「利用権者」という。）は、前項により指定された住戸に現に居住す

る組合員又は占有者（組合員又は占有者が法人の場合、その役員又は従業員を含む。）とする。

３　利用権者は自己が利用する権利を有する自転車置場区画の、不使用又は使用再開希望について、いつでも管理組合

に意思表示することができる。

　（申込制限）
第３条　自転車置場を申し込むことができる者は、グランスクエア一橋学園に現に居住する組合員又は占有者（組合員又は

占有者が法人の場合、その役員又は従業員を含む。）に限るものとする。
２　使用申込可能区画数は、専有部分１戸につき原則として壱番街１区画、弐番街１区画、参番街２区画限りとする。

３　特殊自転車（ロードレーサ、トラックレーサ、三輪自転車、タンデム車、重量運搬車、一輪車、その他の車）は除くものとす

る。

　(未使用区画の取扱い)

第４条　自転車置場の未使用区画については、管理組合は、定期的に使用申し込みの受付を行い、管理組合の定める方

法に従って処理するものとする。

２　前項により当該区画の使用を認められた組合員又は占有者は、当該区画の利用権者が使用の再開を希望した場合、

使用許可の終了について異義を申し立てることなく、当該区画を明け渡さなければならない。

　（使用許可期間）

第５条　自転車置場の使用許可期間は、使用開始日の如何にかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもって終了する

ものとする。ただし、使用許可期間満了日の１ヶ月前までに、管理組合又は自転車置場の使用を許された者（以下「使用を

許された者」という。）のいずれか一方より当該使用許可の終了の申出がなく、かつ使用を許された者が使用資格を有する限

り、更に１年間当該使用許可期間を延長するものとし、以後も同様とする。

　（許可の終了）
第６条　使用を許された者が自転車置場使用許可の終了を希望するときは、管理組合が別に定める自転車置場使用許可

終了（予告）届（別記様式第１）を管理組合に提出するものとする。

　(権利処分の禁止)
第７条　使用を許された者は、理由の如何を問わず自転車置場を第三者に使用させ、又は自転車置場を使用する権利を

他の組合員又は占有者及び第三者に譲渡する等の処分行為を一切してはならない。

　(使用許可の消滅)
第８条　使用を許された組合員が、その所有する専有部分を他の組合員又は占有者及び第三者に譲渡又は貸与した場合

には、当該自転車置場の使用許可は終了するものとする。

２　使用を許された占有者が、その占有する専有部分に居住しなくなった場合には、当該自転車置場の使用許可は終了する

ものとする。

　（使用者）

第９条　自転車置場を使用することができる者（以下「使用者」という。）は、第３条（申込制限）及び第４条（未使用

区画の取扱い）により自転車置場の使用を申し込み、使用を許された組合員又は占有者及びその同居の家族とする。



　(駐輪時間)

第１０条　使用者は随時所定の場所に駐輪することができるものとする。

　(使用料)

第１１条　自転車置場使用料は、別に定める通りとする。

　（使用料の変更）
第１２条　管理組合は、施設の改善又は一般物価の変動等により必要と認めたときは、管理規約第５３条（議決事項）

により団地総会の決議を得て自転車置場使用料の額を変更することができる。

　(支払い方法)

第１３条　使用を許された者は、自転車置場使用料を管理組合の定める方法により支払うものとする。なお、期の途中から

使用を開始する場合及び使用を終了する場合においても、当該使用料の月割計算は行わない。

　（ステッカーの交付及び貼付）

第１３条の２　管理組合は、自転車置場の使用の許可を証するステッカー（以下「ステッカー」という。）を、使用を許された

者に交付する。

２　使用を許された者は、前項の規定により受領したステッカーを自転車置場に駐輪する自転車に貼付しなければならない。

　（使用料の使途）

第１４条　管理組合は受領した自転車置場使用料を管理規約第３４条（使用料）に基づき管理費に充当する。

　(遵守事項)

第１５条　使用者は、自転車置場の使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。

一　管理組合の指示及び場内標識に従うこと。

二　自転車置場の出入口付近等では歩行者優先、徐行を徹底すること。

三　駐輪にあたっては、常に整理整頓を心がけること。

四　施設器具及び他人の自転車等を破損・汚損せしめたときには、直ちに管理組合に連絡しその指示に従うこと。

五　自転車置場には、ステッカーを貼付した自転車１台の他、いかなる物品も置かないこと。

六　自転車には必ず施錠すること。

七　自転車置場には、いかなる工作・構築も行わないこと。

八　自転車置場及びその周辺で煙草（電子煙草を含む。）は吸わないこと。（管理規約第１９条の３（喫煙場所の制

限））

九　その他、管理組合において指示・告示する事項。

　(免責事項)

第１６条　管理組合は、天災地変、盗難その他事由の如何を問わず、当該使用者がその自転車につき蒙った損害の責を負

わないものとする。

　(遵守義務)

第１７条　使用を許された者及び使用者は本細則の各条項を遵守しなければならない。

　(ステッカー貼付の違反)
第１８条　自転車置場使用者の自転車にステッカーが貼付されていない場合、管理組合は乗り捨て物又は所有権放棄物と

して取扱い、適法手続きにより処分することができる。

　(解除)
第１９条　管理組合は、使用を許された者又は使用者が下記各号の一に該当する場合には、何等の通知催告を要しない

で直ちに自転車置場使用許可を解除することができる。
一　自転車置場使用料を所定の通り支払わなかったとき。

二　本細則の各条項に違反したとき。

　(細則外事項及び改廃)

第２０条　本細則に定めのない事項及び本細則の改廃については、団地総会の決議を得るものとする。



附則             　(施行日)

第１条　本細則は、２０１７年２月２７日から施行する。

［制定：２ ０ ０ ５年２月２６日］           ［改定：２０１７年２月２６日］


